
技能認定証
下記項目を満たし、技能審査に合格した会員の方に技能認定証を発行いたします。

①当協会の講習会に４回以上出席し、必要とする知識及び技能を有すること。

②当協会指定の飛行場で、技能審査（１時間以内）を行い合格すること（機体は持ち

込み）。

実技試験料（●技能審査料 2015 年 12 月末までに入会された会員は無料、

2016 年より 5,000 円、●飛行場使用料 1,000 円）

④技能認定証の有効期間は、認定証発行日より２年間とする。




